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廃炉の推移
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 日本にある原子力発電所60基（建設中含む）のうち、24基が廃炉を決定。
 運転期間を終えたプラントが、廃炉を順次決定。今後も増加する見通し。
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一般廃炉のプロセス

 廃炉のプロセスは、主に4段階に分かれており、各電力会社は約30年で廃炉を完了す
る計画を策定している。

 このうち、設備を解体し、低レベル放射性廃棄物が本格的に発生する第２・３段階が
重要なプロセスとなる。

第１段階
（解体準備）

廃
止
措
置
計
画
の
認
可

工
業
用
地
と
し
て
新
た
に
土
地
利
用

第２段階
（周辺設備解体）

第３段階
（原子炉領域設備解体）

第４段階
（建屋等解体）

燃料搬出
汚染状況調査、除染

周辺設備の解体

￬
L3廃棄物など

原子炉等の解体

￬
L2・L1廃棄物など

建屋等の解体

約7年 約12年 約7年 約4年

約30年
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各原子力発電所の廃炉スケジュール

 現在、周辺設備を解体する第2段階にあるのは、4基。
 原子炉等を解体する第3段階は、2020年代半ば以降に本格化する見通し。

2001 2011 2021 2031 2041 2051 2060
（年度）

東海

浜岡①

浜岡②

敦賀①

島根①

玄海①

現在

美浜①

美浜②

伊方①

大飯①

大飯②

伊方②

廃止措置計画
を審査中

第2段階（周辺設備解体） 第3段階（原子炉等解体）

女川①
玄海②

福島第二①
福島第二②
福島第二③
福島第二④
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（参考）資料

○各プラントの状況（段階） ○各プラントの廃止措置計画期間における安全貯蔵
の期間（第Ⅰ・Ⅱ段階の期間）

原子力ﾃﾞｺﾐｯｼｮﾆﾝｸﾞ研究会資料を一部改変
原子力ﾃﾞｺﾐｯｼｮﾆﾝｸﾞ研究会資料



（参考）廃炉プロセスにおける放射性物質の減少とリスクの変化

 IAEAの報告書では、「運転終了から廃炉完了にかけて、リスクの特性が、放射性物質の安全性リスクから
一般的な工事の安全性リスクに急激に変化する」とされている。

 原子炉における放射性物質の減少と作業エリア作業対象が原子炉等の中核設備に移行することで、規制さ
れる対象やレベルも変化していくことが見込まれる（周辺地域の被ばくリスクから作業者の被ばくリスクへ）

第2段階
（周辺設備解体）

第3段階
（原子炉等解体）

第１段階
（解体準備）

第４段階
（建屋等解体）
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先行廃止措置プラントにおける取組み状況1-1(東海発電所)
・日本で初めての商業用原子力発電所として、1966年7月に営業運転を開始。1998年3月31日をもって営業運転を停止。
・日本の商業用原子力発電所では初めての廃止措置工事を実施中。全工期：約30年

・原子炉領域安全貯蔵･･･2001年度から約23年間（実施中）
・原子炉領域以外の解体撤去：2001年度～2029年度（実施中、但タービン他周辺機器は撤去済）
・原子炉領域解体撤去：2024年度～2029年度／建屋等撤去：2029年度～2030年度
・終了予定時期：2030年度

日本原子力発電HP一部抜粋 http://www.japc.co.jp/tokai/haishi/pdf/201907.pdf
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○国内唯一の炭酸ガス冷却炉(GCR)
○2001年12月から廃止措置に着手。これまでに全ての燃料体の搬出を完了するとともに、

タービン建屋内の構造物の解体等を完了。現在、原子炉周辺領域の解体工事中。

◆海外の知見を活用した効率化、合理化の例
（ジャッキダウン工法の採用）

・熱交換器の解体にあたり、海外のエンジニアリング
会社と共同で考案したジャッキダウン工法を採用。
⇒ 省スペースでの解体を実現

◆現在の取組状況

・2019年3月、解体廃棄物仕様の検討遅れのため、
原子炉領域解体の開始を2024年度まで延期。廃
炉完了は2030年度に後ろ倒し。

・放射能レベルの極めて低い（L3）廃棄物の埋設施
設の設置に係る事業許可の審査中。

・GCRの課題たる黒鉛の処理処分について検討中。

タービン建屋内の構造物の
解体撤去

先行廃止措置プラントにおける取組み状況1-2(東海発電所)
※電事連資料を一部修正



先行廃止措置プラントにおける取組み状況2-1(浜岡 1・2号機)

中部電力HPから一部抜粋
https://www.chuden.co.jp/resource/energy/nuclear/hamaoka/hama_haishi/sochi/haishi_20160215_01.pdf

・2008年12月22日に、1・2号の運

転終了などについて公表。同決
定に伴い、2009年1月30日をもっ
て、1・2号の運転を終了。

・2009年6月1日に提出し同年11
月18日に規制委が認可をした廃
止措置計画に基づき、2030年代
後半まで約30年間にわたり廃止
措置を実施予定。

・期間全体を第1段階「解体工事
準備期間」から第4段階「建屋等
解体撤去期間」までの4段階に区
分し、段階的に実施予定。

・すでに、廃止措置の第1段階

（解体工事準備期間）において、
1・2号から全ての燃料の搬出を
完了、第1段階における系統除染
および汚染状況調査が完了。

・2015年3月16日に、第2段階へ

移行するため、廃止措置計画の
変更認可申請書を規制委に提出
し、2016年2月3日に認可。

・現在、この廃止措置計画に基づ
き、廃止措置の第2段階（原子炉

領域周辺設備解体撤去）におけ
る作業を実施中。



先行廃止措置プラントにおける取組み状況2-2(浜岡 1・2号機)
※電事連資料

○2009年11月から廃止措置に着手､現在，廃止措置第2段階
タービン本体や熱交換器など原子炉周辺設備の解体を行っている

○対象設備の汚染状況の綿密な調査や除染を施すことにより，
放射性廃棄物の低減とクリアランスに取り組み※ ，
合理的な廃止措置及び円滑な推進を目指している

【課題】クリアランスの推進
・解体撤去物の搬出
建屋内作業スペースの確保
・再利用先と加工先の確保

【汚染状況調査】
（原子炉圧力容器サンプル分析）

（原子炉周辺設備放射線量率測定）

【解体撤去⇒除染⇒クリアランス】
（タービンダイヤフラムの例）

（解体撤去・切断）
（ブラスト除染） （除染後）

※2019年3月19日：クリアランス認可取得



廃炉が完了した例

JPDR（Japan Power Demonstration Reactor：動力試験炉）
13（出典）JAEA（Japan Atomic Energy Agency：日本原子力研究開発機構）

 1976年に運転終了した日本原子力研究所（現・JAEA）の動力試験炉JPDRは、
1981年に廃炉を開始1996年に廃炉作業を終了。

炉型、種別：BWR(1.25万kw)、動力試験炉
位置付け、特徴：技術開発及び原子炉全施設の廃止措置実施
技術的成果：原子炉解体に必要な個々の技術開発、統合化技術の確立、実地解体への適用
⇒原子力施設を安全に解体撤去し敷地を緑地化。有用な多くのデータを蓄積。
 電力会社やメーカー、ゼネコンも参加し、解体作業に関する知見を習得した。



（参考）廃炉によって発生する廃棄物

14



（参考）廃棄物の種類と量

 解体廃棄物のうち、低レベル放射性廃棄物は2%。放射能レベルに応じて処分する。
 クリアランス制度によって国の確認を得たものは、有価物として「再利用」、もしくは産業

廃棄物として廃棄物処理法に従って「適正処理」が可能となっている。

98% 放射性廃棄物ではないもの
（重量ベース、クリアランス対象物を含む）

2% 低レベル放射性廃棄物

解体

うち5%
クリアランス対象物

84% L3廃棄物 → トレンチ処分
解体コンクリート、金属など

14% L2廃棄物 → ピット処分
原子炉圧力容器など

2% L1廃棄物 → 中深度処分
制御棒、炉内構造物など （70m以深）

※中深度処分の規制基準は策定中

再利用
（鉄スクラップ、再生砕石など）

廃棄物処理法に則った
適正処理

（廃棄物処分場への埋立等）

原子炉等規制法に基づく
クリアランス手続
放射能濃度の ①測定・評価方法の認可

②測定・評価結果の確認
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（参考）廃棄物の種類と例

16

原子炉建屋周辺の汚染分布
（BWR）



（参考）放射性廃棄物の種類に応じた処分方法
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放射性廃棄物の処分方法は、深さや放射性物質の漏出を抑制するためのバリアの違いにより、4つに分類。

人工構築物を設けない浅い地
中に埋設

コンクリートピットを設けた浅
い地中に埋設

一般的な地下利用に対して十
分余裕を持った深度（地下70m
以深）に埋設

地下300mより深い地下に埋設



（参考）クリアランス確認後のリサイクル例

ベンチ 応接テーブル

遮へい体 敷きブロック
（出典）電気事業連合会、日本原子力発電株式会社ホームページ

 2005年にクリアランス制度が制定されて以降、制度が社会に定着するまでの間、事業
者が自主的に再利用先を限定することで、市場に流通することがないようにしている。

 現在、クリアランス確認後のリサイクル先は、電力業界内での活用や、理解促進のため
の展示に限定している。

東海発電所からのクリアランス物の活用例

これまでにクリアランス物として確認
された主な例

●東海発電所 約400トン

●JAEA原子力科学研究所
約3,870トン

（→敷地内の路盤材）

●浜岡原子力発電所
約530トン

など
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伊方発電所1、2号機の廃止措置実施にあたり、四国電力が「廃止措置研究に係る検討会」を
設置。本検討会の状況も踏まえつつ、安全確保を最優先に廃止措置に取り組む、とする。

（１）概要

名称：「廃止措置研究に係る検討会」

実施状況：2016年4月設置。翌5月から2020年4月まで12回開催（各年度3回）

目的：
・PWR(加圧水型軽水炉)プラントの特徴を踏まえた既存の廃止措置技術に係る課題を抽出し、
その課題を解決するために必要となる技術を整理する。

・地元企業および地元大学にて、廃止措置への適用に向けた研究開発を行う。

メンバー：
四国電力【主催】（グループ企業の参加も含む）
愛媛県（県民環境部防災局）
愛媛県（経済労働部）
愛媛県産業技術研究所
愛媛大学（社会連携推進機構産学連携推進センター）
地元企業（研究テーマを実施する企業）
国（資源エネルギー庁）

四国電力（伊方発電所１号機・２号機）の廃炉に関する取組



四国電力（伊方発電所１号機・２号機）の廃炉に関する取組

（２）検討内容
廃止措置技術に係る課題を解決するための技術を地元の企業および大学で研究開発する。
・年度当初に、その年に研究を行うテーマを募集・選定し、各回で研究実施状況を共有
・選定された研究テーマに対しては、500万円／2年間の資金が四国電力より付与

これまで研究テーマとして採用されたものは、
・現場ニーズ・高圧ジェット水に対応する防護服
・軽くて強い防護服の開発
・効率的な除染技術の開発
・防護用前面マスクで使用可能な音声通話機の開発
・コンクリート内介在物の高精度探査技術の開発
→成果が出たものは現時点で１件のみ。

（３）研究会成果
通気性の高い防護服の開発・商品化（2019年9月）
・不織布製造のシンワ（愛媛県四国中央市）は、東レや愛媛大学との連携により、高い通気
性と放射性物質に対する安全性を両立させた防護服を開発し、商品化。放射線管理区域内で
の蒸し暑さを軽減し、作業効率化を見込む。



関西電力・日本原電はそれぞれ（公財）若狭湾エネルギー研究センター、敦賀／福井商工会
議所と連携・協力し、廃炉工事への参入に関心ある企業に対して、全体説明会や現場説明を
実施。

若狭湾地域における関西電力・日本原電の廃炉に関する取組①

①廃止措置工事計画の全体説明会／現地説明
○廃止措置工事に係る情報を継続的に発信し、地元企業の参入機会を充実

④廃止措置に係る人材育成

○地元企業の技術力向上のための
廃止措置に係る研修事業への講
師派遣、現地施設見学への受入

③地元企業等との共同研究

○廃止措置の進捗に応じて現場
に即した課題を提示し、研究成
果を、現場で積極活用

②個別工事毎の情報交換会

○地元企業の技術力に応じた参入
機会の充実を図るため、情報交換
会に協力

※（公財）若狭湾エネルギー研究センター：原子力とエネルギー関連技術の地域産業への普及等を通じて地域活性化
を図ることを目的とする財団として、平成6年に設立された研究組織。



若狭湾地域における関西電力・日本原電の廃炉に関する取組②
①全体説明会や現場説明
 廃止措置工事の具体的な説明として、廃止措置全体のスケジュール、個別の具体的工事の時期や期間、必要とな

る技術水準（安全対策含む）、機器・機材、公的資格、発生する廃棄物の種類とその処理方法などが示される。
・地元企業向け全体説明会（＠若狭エネ研や敦賀・福井商工会議所）／現場説明（＠工事現場の発電所）

2016年度 ４回、2017年度 １回実施 計５回
※ 説明会への参加実績（合計） … ２５６社・団体、４４０名
※  現場説明への参加実績（合計） … ５０社・団体、 ５４名 （企業数はのべ数を表す）

②個別工事毎の情報交換会
 若狭エネ研と協力し、地元企業の技術力に応じた参入機会の充実を図るため、情報交換会を開催。

・系統除染工事の情報交換会 2017年3月
（全体説明）54企業87名 （個別）21企業37名

・タービン建屋内機器等解体工事、原子炉容器内外の放射能調査の情報交換会 2018年1月
（全体説明）70企業110名 （個別）21企業35名

・原子炉容器外の放射能調査(放射化)、新燃料搬出工事の情報交換会 2019年1月
（全体説明）54企業80名 （個別）15企業29名

・系統除染工事、タービン建屋内機器等解体工事の情報交換会 2020年3月
（全体説明）新型コロナウイルス感染防止のため実施せず （個別）17企業28名

③地元企業等との共同研究
 地元企業、大学、研究機関等と連携して廃止措置に関する研究開発に努め、廃止措置作業関連の技術課題の解

決を図っていくことにより、作業の効率化、信頼性向上を果たしながら、技術開発に意欲のある地元企業等を支援。
・2016年度４件、2017年度２件、2018年度１件、2019年度2件を採用

④廃止措置に係る人材育成
 若狭エネ研と協力し、廃止措置工事の概要や必要な技術等に関する講義や現地見学を実施。

また、体感研修として、管理区域内での放射線測定や放射線作業計画書・輸送計画書の作成等を実施。
・2016～2019年度の発電所受入れ実績（のべ１０回、７５社、１１０名）



福井県の廃炉に関する取組①

（１）廃炉業務評価委員会
廃炉業務において、県内企業が製造・販売する製品の積極活用を促すため、電力事業者や

プラントメーカー等で構成する委員会を開催し、製品の活用可能性について評価を行い、販
路拡大や研究開発を支援。
評価した製品は、関係機関への周知、廃炉関連企業向けの展示商談会、廃炉作業での試験

運用等を通じ、実作業に活用する。
①2017年2月～3月公募⇒7月に28件を公表
②2018年1月～3月公募⇒10月に15件を公表

※公表にあたっては、「廃炉業務に活用可能」、「要件が整えば活用可能（性能確認が必
要）」、「要件が整えば活用可能（具体的な作業を特定し、必要に応じて仕様等の改善
が必要）」、「要件が整えば活用可能（製品化に向けた試験・研究開発が必要）」とい
う条件別に製品が公表される。

（２）廃炉関連製品に関する商談会

（１）の委員会において評価した県内企業の製品について、廃炉関連企業向けの商談会を
開催し、販路拡大や研究開発を支援。
○2018年2月 福井県主催により、電力会社やメーカー等が参加した商談会を実施



福井県の廃炉に関する取組②

（３）嶺南エネルギー・コースト計画

福井県は、「嶺南地域を『エネルギー・コースト』とし、新たな産業・技術・人を呼び込む」として2019年
夏以降、県内外の有識者等による検討を経て、2020年3月に策定。

・再生可能エネルギーの利活用等も取り組みつつ、地域経済の活性化や環境にやさしいまちづくりを
目指すもの。

・「４戦略／８プロジェクト」として、今後10年間で講じるべき政策の方向性と、個別施策の内容をと
りまとめ・パッケージ化。

＜４つの基本戦略/８つのプロジェクト＞
・基本戦略１ 原子力関連研究の推進および人材の育成
（１）国内外の研究者等が集まる研究・人材育成拠点の形成
（２）新たな試験研究炉を活用したイノベーションの創出、利活用の促進
・基本戦略２ でコミッショニングビジネスの育成
（１）廃止措置工事等への地元企業の参入促進、製品・技術の供給拡大
（２）解体廃棄物の再利用を進めてビジネス化を推進
・基本戦略３ 様々なエネルギーを活用した地域振興
（１）嶺南の市町と連携し、スマートエネルギーエリア形成を推進
（２）原子力や再生可能エネルギーを幅広く学ぶ機会を提供し、人の交流を促進
・基本戦略４ 多様な地域産業の育成
（１）技術の高度化、地元企業等への技術移転による次世代の農林水産業を実現
（２）地元企業支援や企業誘致により、多様な産業を育成



福島の廃炉に関する取組①



名称：福島廃炉関連産業マッチングサポート

目的：東京電力と公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構および、公益社
団法人福島相双復興推進機構は、三者協働により、地元企業の福島第一原子力発電所
における廃炉関連産業※への参入を支援する。

※廃炉関連事業とは廃炉ロボット、除染機器、角型容器製造など、東京電力からの調達物・工事等

概要：相談窓口として「福島廃炉関連産業マッチングサポート事務局」を新設し、2020年7
月1日より運用を開始。具体的には、以下の各種サポートを行う。
・廃炉関連マッチング機会の提供
・廃炉スタディーツアー（福島第一原子力発電所構内視察等）開催
・各種研修会・説明会の開催

実績：トライアルとして、すでに2回
（2019年12月と2020年2月）の
マッチングを行い、元請企業5社
地元企業29社が参加。

福島の廃炉に関する取組②



【廃炉参入の課題】求められる不断の改善（福島民友 論説記事）2020/09/04 08:27配信
福島イノベーション・コースト構想推進機構などによる「福島廃炉関連産業マッチングサポート事務

局」の開設から二カ月が経過した。東京電力福島第一原発の廃炉事業への県内企業の参入を仲立ちする組
織で、五十社近くから業務受注の希望を受けているが、課題も見えてきた。できるだけ多くの事業所が加
わることができるよう、不断の改善が求められる。
三、四十年を要する廃炉に必要な費用は八兆円に上るとみられ、最近は年間約二千億円が投入されてい

る。新型コロナウイルスの感染拡大により長期的な景気低迷が懸念される中、安定した事業の発注が見込
まれる。マッチングサポート事務局にはこれまで、県内各地の四十七社から参入の打診があった。製造、
建設など業種は多岐にわたり、機械部品製造、鈑金、製缶、施設解体や廃棄物処理など幅広い分野で受注
獲得を目指している。
ただ、東電から元請け、元請けから下請けに出る業務は単年度発注が多い。東電は「年度ごとに業務を

見直し、効率化を図るため」と説明している。コスト面を意識する経営姿勢は理解できるが、中小・零細
規模の県内企業にとって長期的な契約の見通しが立たなければ、社員を増やしたり設備投資に踏み切れな
かったりして、参入を断念せざるを得ないケースが出てくる可能性もある。
清掃、施設の保守管理業務など、経費の変動が比較的少ないと考えられる分野から複数年契約への移行

を模索してはどうか。発注者である東電はもとより、約五十の元請け企業と県内企業をつなぐ事務局は、
名乗り出た各社に仕事が行き渡るよう配慮すべきだ。挑戦する意欲をそいではならない。
規模の小さな事業者に対しては金融面での支援も欠かせない。国や県、金融機関が連携し、使い勝手の

良い新たな融資制度を創設したり、専門技術を持つベンチャー育成のための基金を造成したりすることも
ぜひ、検討してもらいたい。
廃炉の現場で使われる半導体・電子基板、プラスチックやゴム製品などは放射線で劣化しない性能が要

求される。こうした品質をクリアした部品、資材の製造は、イノベ構想の主要プロジェクトの一つである
航空宇宙分野に応用できる可能性を秘めている。高度なものづくりに対応可能な製造業者を育てるために
は、県内の事業者にとって身近な場所にある県ハイテクプラザの指導力強化も必要になるだろう。

（参考）マッチングサポートの課題・地元紙における論説記事



名称：廃炉推進楢葉・富岡協議会
実施状況：令和2年3月に第1回を実施。

（令和元年7月に廃炉決定、令和2年1月に廃炉事業の見通しが示された）
目的：
・東京電力福島第二原発の廃炉事業への地元企業の参画を目的とする。
実施事業：
１ 廃炉事業計画及び廃止措置計画の情報収集、廃炉事業実施者との調整
２ 廃炉事業に対する地元の関わりに関する状況調査
３ 廃炉事業の調達に関する情報収集、廃炉事業実施者との調整
４ 地元企業の育成
５ 楢葉町及び富岡町の地元企業を構成員とする法人の設立に関すること
参画団体：楢葉町、富岡町、楢葉町商工会、富岡町商工会、楢葉町建設業協会、

富岡町建設業協会、ならはみらい、とみおかプラス（まちづくり会社）
事務局 ：楢葉町、富岡町
オブザーバー：内閣府原子力災害対策本部（原子力被災者生活支援チーム）

経済産業省資源エネルギー庁（廃炉産業室）
福島県（商工労働部産業創出課）
福島相双復興推進機構（地域・生活支援グループ）
福島イノベーション・コースト構想推進機構（産業集積部）

福島の廃炉に関する取組③
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各電力事業者の廃炉決定にともない、運転段階から廃止措置段階へ移行し、各原発立地地域に
おいては、廃炉事業が関心事項となる。

原子力発電所の運転段階と廃止措置段階について

運転段階
電力事業者によ
る廃炉の決定

炉の運転停止
廃止措置計画の
認可申請→認可

廃止措置計画
の実施

いくつかの原発立地地域においては、
自治体や電力事業者などが主導する形
で、廃炉事業に関して様々な検討・取
組が行われている。

＜運転段階から廃止措置段階までの主な流れ＞



１．日本における廃炉について
２．原発立地地域等における廃炉の取組
３．海外における廃炉について
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運転プラント数【30ヵ国442基】閉鎖プラント数【21ヵ国189基】建設プラント数【19ヵ国53基】

Power Reactor Information System (IAEA)  2020-9-22より

世界の原子力発電の現状（2020年9月22日時点）



諸外国の廃止措置制度概要



―Immediatedismantling（即時解体）
閉鎖後早期に廃止措置を開始し、放射性物質を含む機器・構築物及び系統・構成を撤去あるいは除染
して、施設は、無制限利用できるよう規制管理から開放、あるいは将来の利用状態に応じた制限付きで開
放される。
―Deferreddismantling（遅延解体）
施設から核燃料を撤去した後、放射性物質を含む施設の全部あるいは一部を安全貯蔵(SafeStorage)
状態にして、施設が除染、解体されるまで維持管理する。安全貯蔵の準備のため、施設の一部分は早期に
解体される。
―Entombment（永久埋設）
「即時解体」と「遅延解体」の組合せが、様々な要件を踏まえると現実的であると考えられる。
「永久埋設」は、施設の全部あるいは一部を構造的に長寿命の材料で密閉する方法であるが、廃止措置
の方式とは見なされず計画的に閉鎖された施設では選択されない。
この方法は、過酷事故施設など例外的な状況下のみでの解決策である。

廃炉方式と時間軸（廃止措置の方式～IAEAの３つの分類～）
廃止措置の方式～IAEAの３つの分類～



（参考）海外における廃炉の取組

2017年6月国際ワークショップのプレゼンテーションより
英国原子力廃止措置機関（NDA)発表

＜イギリスの例＞

＜アメリカの例＞

〇 解体、処理、処分等を運営する専業会社
が電力事業者からライセンス取得（請負）

〇 電力会社の従来計画から大幅に短縮
〇 廃炉作業を10年足らずで完了予定

原子力発電所は、運転停止後、原子炉から燃料を取出し、アスベストや
樹脂などの危険を除去してから、安全な状態で原子炉を60年～100年
維持する。その後、最終的にサイトを開放することを想定している。

2010 2020 2030

約20年

約10年
廃炉専業会社

電力会社

 国によって廃炉の実施期間は異なり、例えば、イギリスでは約100年かけて廃炉を完了さ
せる一方、アメリカでは廃炉専業会社が10年足らずで完了するケースもある。

 安全の考え方、規制のあり方、処分場のあり方等により、各国で廃炉の枠組みは異なる。

35



※プラントの状況に
よるが直接処分場
に持ち込めるよう
であれば実施しな
い方が安全かつ合
理的、省力的

米国における廃止措置の担い手
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英国における廃止措置の担い手
NDA（原子力廃止措置機関）
2004年エネルギー法に基づき設立。政府から運営上独立した公的機関。後援政府機関はビジネス・エネルギー・産業
戦略省(BEIS)。 NDAは現在および将来の世代の英国民生用原子力遺産を管理する権限を持つ。
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